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事業名

【単独】平和施

設整備事業費

長崎原爆資

料館

※地域活性化事業債充当率90%(交付税措置率30%)

1概要

長崎原爆資料館を良好な環境に保つため、空調設備改修工事、自動制御装置りモート機器

整備工事及び防水改修ほか工事を行うもの。

2 事業内容

予算現額

金

支出予定額

額

繰越明許費

62,900

国庫支出金

53,500

Ⅷ

9,400

ア整備箇所

・平和学習室室内機6台・室外機3台

・語り部研修室室内機2台・室外機1台

室内機1台,室外機1台・和室

②自動制御装置りモート機器整備工事

③防水改修ほか工事

空調酘備改修工事

県支出金

財源内訳

地方債※

56,600

【単位:千円】

その他

48,200

3 繰越事由

新型コロナウィルス感染症の影響により、空調機の納入時期に遅れが生じ、空調設備改修

工事が年度内に完了しない見込みであるため。

4 スケジュール

8,400

一般財源

6,300

15,000千円

5,300

年度

1,000

月

空謂設備
改修工事

繰越対象事業

9

31,664千円

16,236千円

10

工事完了予定(変更前) 1/28

Ⅱ

契約
10/13

令和3年度

12

空調機納入時期

(変更前)

12月中旬頃

2

工事完了予定(亥更後)4月下旬

空調機納入時期

(変更後)

3月中旬頃

3

令和4年度

4

亜巨■巨国

5

■ ■■

繰り越し
肩■■
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債務負担行為補正

長崎原爆遺跡旧城山国民学校校舎指定管理

、

1 債務負担行為の目的

長崎原爆遺跡旧城山国民学校校舎の管理において、城山小学校被爆校舎平和発信協議会

を指定管理者として指定するにあたり、指定期問である令和4年度から令和8年度までの

指定管理委託料にっいて、債務負担行為の設定を行うもの。

2 債務負担行為限度額の内訳

【単位:千円】(1)限度額の年度内訳

事 項

令和4年度

千円

24,070

期

4,814

(2)限度額の内訳(年間運営経費)

令和5年度

令和4年度から

令和8年度まで

間

収入

限度額

(設定額)

L

4,814

令和6年度

゛

24,

人仲費

支出

千円

070

.

令和4年度

光熱水費

4,814

令和7年度

委託料

通信運搬費

令和5年度

2,釘4

その他

4,814

令和8年度

298

市所要額

合計

1,364、

令和6年度

3

2,674

財源内訳

69

事業費

298

4,814

409

1,364

令和7年度

4,814

2,674

合計

千円

24,070

4,814

69

298

409

1,364

令和8年度

24,070

国庫支出金

4,814

2,674

【単位:千円】

4,814

釣

298

409

1' 364

千円

4,814

2,674

県支出金

4,814

的

財

298

409

1,364

13,370

4,814

千円

源

1,490

4,814

69

地方債

409

6,820

内

4,814

345

4,814

千円

2,045

訳

24,070

その他

2

24,070

千円

一般財源

計口


